
●港湾法等の一部を改正する法律案

法案の概要

背景・必要性

１．緊急物資等の輸送拠点としての港湾機能の確保等

１．令和６年能登半島地震で明らかになった課題
○港湾を核とした海上輸送の重要性が再認識された一方で、陸路の寸断に
より港湾施設の応急復旧資材の調達等に困難が生じた。災害時における、
港湾の緊急物資等の輸送拠点としての機能を速やか、かつ確実に確保
するための体制構築が不可欠。

３．港湾管理者の技術職員不足
○港湾インフラの老朽化・陳腐化が進む中、中小港湾管理者においては、技術職員不足が深刻化。地域を支える
港湾インフラの機能確保に係る工事の実施が困難となっており、必要に応じてサポートする仕組みが必要。

○災害時やむを得ない場合、港湾施設の応急復旧に
他人の土石等を活用可能とする制度（応急公用負担）の創設
○緊急物資等の輸送拠点としての機能強化に資する民有港湾施設を
災害時に港湾管理者が使用することができる協定制度の創設

○倒壊した場合、緊急物資等の輸送に支障を及ぼす恐れのある民間の港湾
施設（荷さばき施設等）に対する港湾管理者による勧告制度の拡充

○災害時における国から港湾管理者に対する支援船舶の入港需要等の必要
な情報の提供 等

３．公共岸壁等の適切な機能確保
のための工事代行等

○港湾管理者の要請に基づく、国による高度な技術等を
要する港湾工事の代行制度の創設 ＜予算＞

○国が港湾工事を行う場合において、港湾管理者と協議の
上で、工事に必要な権限を代行する措置の創設

○気候変動に伴う海水面の上昇から港湾の保全を
図るための護岸の嵩上げ等といった、官民協働の
取組を促進するための協働防護計画制度の創設

○港湾管理者・立地企業等からなる同計画の作成・
実施に関する協働防護協議会の設置

○協働防護計画に基づく取組を促進するための
協定制度の創設 等

○気候変動に伴う海水面上昇が予測される中、多様な主体が立地し、水際
線に面するという港湾の特性上、官民の関係者の協働による備えが不可欠。

２．気候変動に伴う海水面上昇

４．洋上風力発電の導入促進に向けた課題
○洋上風力発電の導入が進む中、洋上風車の設置・維持管理に必要となる基地港湾の利用スケジュールがさらに
過密になることが予見。2050年カーボンニュートラルの達成に向けた洋上風力発電の導入目標を確実に達成する
ため、基地港湾の一時利用の調整を円滑に行うための仕組み等が必要。

４．洋上風力発電の導入促進に向けた
課題への対応

○基地港湾の一時的な利用に関する協議を行うための
協議会制度の創設 等

岸壁背後の沈下

応急復旧のための資材確保

【目標・効果】
○能登半島地震を踏まえた緊急物資等の輸送拠点としての港湾機能の確保等により、港湾の防災対策の充実を図る。
（KPI）能登半島地震を踏まえた防災対策を含めた港湾BCPの改訂率（重要港湾以上）（現在）０％→（2030年度）100%
○洋上風力発電設備の設置・維持管理に必要な基地港湾の利用の効率化等により、洋上風力発電の導入促進を図る。
（KPI）（現在）約510万kW→2030年までに1,000万kW、2040年までに3,000万kW～4,500万kWの案件形成

水際線が一連で防護されない
場合の浸水被害（イメージ）

協働防護の取組（イメージ）

２．気候変動に伴う海水面上昇に対応した港湾の保全（協働防護）

※３．４．に関し、北海道港湾工事法・沖振法にも適用
するための所要の改正を併せて行う。
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